
 

 

令和５年９月１３日 

総 務 部 人 事 課 

 

職員の懲戒処分について 

 

 品川区長は、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり

公表します。 

 

記 

 

【セクシュアル・ハラスメント】 

１ 発生年月日 

   令和５年度 

 

２ 被処分者 

   役職：主事 

 

３ 処分内容 

   停職３月 

 

４ 処分年月日 

   令和５年９月１２日（火） 

 

５ 処分に係る事案の内容 

   被処分者は勤務先において、相手の同意がない状態でわいせつ行為を行った。 

 

 


